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国民の約３人に１人の約4,000万人が加入
する日本最大の医療保険者です

特徴１

加入事業所の約8割が従業員9人以下
の中小企業です

特徴 2

国民の約３人に１人

加入者
約4,000万人

全国健康保険協会とは？
主に中小企業を対象とした医療保険を運営し、「働くひとの医療保険の最後の受け皿」
として、加入する従業員とその家族に“安心”を提供することを使命としています。

全国 4,000万人の医療と健康を支えます
協会けんぽの概要加入者の皆さまへ

協会けんぽの財政構造
協会けんぽの主な収入は、被保険者・事業主の皆さまに納めていただく保険料です。
また、支出の約３分の２は、皆さまが医療機関等を受診した際の医療費や各種給付金に使われています。
一方、約３分の１は、高齢者医療への拠出金等に使われており、重い負担になっています。

国からの補助金  11.1%

その他の収入  0.2%その他の支出  0.4%

協会事務費  0.6%

健診・保健指導経費  1.4%

収入収入  

  約約11.611.6兆円兆円
支出支出  

 約 約11.111.1兆円兆円

保険給付費  64.2%
協会けんぽが医療機関に支払う費用や、
傷病手当金等の支払いに要する費用

保険料収入  88.7%
被保険者・事業主の皆さまに
納めていただいている保険料

2023年度決算

   皆さまの保険料1万円あたりの使い道

加入者の皆さまの
医療費

約5,790円

高齢者の方々の
医療費（拠出金）
約3,340円

協会けんぽの
事務経費等
約100円

加入者の皆さまの
健診・保健指導経費

約140円

加入者の皆さまが病気で
職場を休んだ際の手当金や
出産したときの給付金

約630円

高齢者医療への拠出金等  33.4%
高齢者の皆さまの医療費の一部を現役世代が
負担しています。
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14.814.8%% ※2022年度末時点



医療機関や薬局での自己負担軽減のためにジェネリック医薬品を選ぼう！
医療機関等から処方される薬は、先発医薬品とジェネリック医薬品に分けられます。協会
けんぽでは、加入者の皆さまの自己負担の軽減や医療保険財政にも効果をもたらすことから
ジェネリック医薬品の使用を促進しています。

協会けんぽでは都道府県支部ごとに保険料率を設定しています。
都道府県単位保険料率は、都道府県支部ごとの年齢構成や所得水準の差等を調整した上で、当該都道府県支部の加入
者１人当たりの医療費に基づいて算出されています。
2025年度の都道府県単位保険料率においては、最も高い支部と最も低い支部では1.34％の差があります。

　　協会けんぽの保険料率　Check

◉ 2025年度の都道府県支部ごとの保険料率

■保険料率が「高い」支部
佐賀支部　  10.78%
徳島支部　  10.47%
長崎支部　  10.41%

■保険料率が「低い」支部
沖縄支部　  9.44%
新潟支部　  9.55%
岩手支部　  9.62%
福島支部　  9.62%

最大で　

1.34%
の差

全国平均　10.00%

■ 保険料率が全国平均より「高い」支部
■保険料率が全国平均より「低い」支部

ジェネリック医薬品を
ご希望ですか？

はい！お願いします。

「かかりつけ医」「かかりつけ薬剤師・薬局」を持とう！
「かかりつけ医」とは、日常的な病気の診断や健康管理などができる身近な医師のことです。
⃝�同じ医師に継続して診てもらうことにより、病歴、体質、生活習慣等を把握・理解した上での治療やアドバイスが受けられます。
⃝��詳しい検査や高度な医療が必要と診断された場合には、適切な大病院や専門医を紹介してもらうことができるので安心です。

一人ひとりにできること～医療保険を未来につないでいくために

医療機関・薬局を診療時間外に受診すると、原則、加算がついて自己負担が
増えます。やむを得ない場合以外は、診療時間内に受診するようにしましょう。

緊急時以外は平日昼間に受診しよう！

⃝�使用しているくすりの情報を把握し、くすりの重複や飲み合わせのほか、くすりが効いてい
るか、副作用がないかなどを継続的に確認します。

⃝�休日や夜間など薬局の開局時間外も、電話でくすりの使い方や副作用等、くすりに関する
相談をすることができるので安心です。

「かかりつけ薬剤師・薬局」とは、一人ひとりの服薬状況を把握し、くすりの飲み合わせや副作用
などの相談ができる薬剤師・薬局のことです。



健康の保持・増進は、日々の健康づくりが重要です

● 身体活動・運動不足
● 不適切な食生活
　（エネルギー・塩分・
　脂肪の過剰等）
● 喫煙
● 過度の飲酒
● 過度のストレス

レベル1
● 虚血性心疾患
  （心筋梗塞・狭心症等）
● 脳卒中
  （脳出血・脳梗塞等）
● 糖尿病の合併症
  （失明・人工透析等）

レベル4

● 半身の麻痺
● 認知症
● 日常生活における支障

レベル5

◉生活習慣病のイメージ

● 肥満症
  （特に内臓脂肪型肥満）
● 糖尿病
● 高血圧症
● 脂質異常症

レベル3

● 肥満
● 高血糖
● 高血圧
● 脂質異常

レベル2

生活機能の低下
要介護状態

メタボリック
シンドローム

メタボリックシンドロームとは、お腹周りに内臓
脂肪がたまることで、高血圧・高血糖・脂質異常
などが起こり、生活習慣病になりやすい状態の
ことです。

下図のように、生活習慣病はレベルが上がるにつれて症状が悪化し、元の健康な状態に戻ることが困難とされています。

生活習慣病をご存じですか？
生活習慣病の多くは、不健康な生活の積み重ねによってメタ
ボリックシンドロームとなり、これが原因となって引き起こさ
れます。

出典：厚生労働省「生活習慣病のイメージ」を基に作成

健診を受診

日々の健康づくり

栄養・食生活身体活動・運動

禁煙 こころの健康づくり・休養

健康の保持

特定保健指導の利用

医療機関への受診

健診はあくまでも生活習
慣の改善の必要性およ
び病気を発見するための
手段であり、健診結果を
踏まえた特定保健指導
の利用や医療機関への
早期受診が重要です。

◉健康づくりのイメージ図

メタボリックシンドロームや生活習慣病にならないためには？
❶�日々の生活で健康づくりに取り組み、自分の健康状態を確認するために健診を毎年受けること。
❷生活習慣の改善が必要な方は、特定保健指導を利用すること。
❸医療機関への受診が必要な方は、早期に医療機関へ受診すること。

不適切な
食生活

（塩分、脂肪の
過剰等）

生活習慣病の原因となるメタボリックシンドロームを予防するには?
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内臓脂肪内臓脂肪運動不足

◉ メタボリックシンドロームを一つの氷山に例えたら・・・内臓脂肪は、運動不足や不適切な食生活等の様々な要因に
よって蓄積されます。内臓脂肪の蓄積は、高血圧、高血糖、
脂質異常を引き起こす大きな要因の一つとなります。高血
圧、高血糖、脂質異常をそれぞれの薬で治療したとしても、
内臓脂肪の蓄積がある限り、根本的な解決にはなりません。
内臓脂肪を減らすには、生活習慣を見直し、適度な運動や
バランスの良い食事、禁煙等に取り組むことが大切です。



協会けんぽの保健事業

健診
※受診時に加入者であることが必要です。�※当年度で75歳を迎える方は、誕生日の前日までに受診を終えていただく必要があります。
※退職等により加入者資格を喪失した後に協会けんぽの健診を受診された場合は、後日、協会けんぽが補助した健診費用をお返しいただくことになります。

ご家族を含め、生活習慣病の早期発見のため、健診を実施しています。年度内にお一人様につき1回、健診
費用の一部を補助します。

◉一般健診に追加できる健診（単独受診はできません）

生活習慣病予防健診  ［35 歳以上の被保険者（ご本人）の皆さまが対象］

健診の種類 検査の内容 対象者 自己負担額

基本的な健診
診察等、問診、身体計測、血圧測定、血中脂質検査※ 1、
肝機能検査※ 1、血糖検査※ 1、尿検査
※1：採血による検査です。

40歳 ～ 74 歳
（75歳の誕生日の前日まで）の方

（健診総額 ー7,150）円※2

※2：�7,150円は協会けんぽが補助します

特定健康診査  ［40 歳以上の被扶養者（ご家族）の皆さまが対象］

健診の種類 検査の内容 対象者 自己負担額

一般健診
診察等、問診、身体計測、血圧測定、血液学的検査、生化学的検査、尿検査、
心電図検査、胸部エックス線検査、胃部エックス線検査、便潜血反応検査

35歳~74歳 
(75歳の誕生日の

前日まで)の方

最高5,282円

眼底検査　※医師が必要と判断した場合のみ 最高７９円

子宮頸がん検診
 (単独受診) 問診、細胞診　※自己採取による検査は実施していません 20歳~38歳の

偶数年齢の女性の方 最高970円

健診の種類 検査の内容 対象者 自己負担額

付加健診
尿沈渣顕微鏡検査、血液学的検査、
生化学的検査、眼底検査、肺機能検査、
腹部超音波検査�

一般健診を受診する
�40歳、45歳、50歳、55歳、
60歳、65歳、70歳の方

最高 2,689円

乳がん検診 問診、乳房エックス線検査、視診、触診
※視診、触診は医師の判断により実施

一般健診を受診する�
40歳~74歳の偶数年齢の女性の方

【50歳以上】������最高1,０13円
【40歳~48歳】�最高�1,574円

子宮頸がん
検診

問診、細胞診
※自己採取による検査は実施していません

一般健診を受診する
36歳~74歳の偶数年齢の女性の方

※36歳、38歳の女性は子宮頸がん検診の単独受診も可
最高970円

肝炎ウイルス
検査

HCV抗体検査
HBs抗原検査

一般健診を受診する方のうち、過去にC型
肝炎ウイルス検査を受けたことがない方 最高582円

健診当日に特定保健指導を受けられなかった場合、被保険者の方は、協会けんぽから事業所を通じてご案内いたします。お勤め先で面談のほか、オンライン
で受けられる場合もあります。特定保健指導の費用は無料です。
また、被扶養者の方は、協会けんぽからご自宅へご案内いたします。ご案内時に、特定保健指導利用券と特定保健指導を利用できる健診機関や医療機関等が掲
載された一覧表をお送りします。なお、補助する額は、健診当日の特定保健指導と同額です。

健康サポート（特定保健指導）
生活習慣の改善が必要な方には、健康づくりの専門家である保健師または管理栄養士等が寄り
添い、生活習慣の見直しに向けた取組をサポートしています。

健診機関からの案内
健診当日に特定保健指導を実施して
いる健診機関の場合、該当された方へ
健診時にご案内があります。

健診機関で面談
金額は、被保険者と被扶養者で異なります。
被保険者は無料です。被扶養者は協会けんぽが補助する額を超えた分が自己負担となります。
⃝動機付け支援の場合、8,470円を上限として補助します。
⃝積極的支援の場合、25,120円を上限として補助します。

健診当日の特定保健指導の場合

未治療者に対する受診勧奨
健診において、血圧値、空腹時血糖値（またはHbA1c）、LDL（悪玉）コレステロール値が高く、医療機関への受診が必
要と判定され、受診が確認できなかった方に対して、医療機関への受診をお勧めする案内を、ご自宅へお送りします。

生活習慣病は自覚症状がないまま徐々に進行するため、治療せずに放置すると、心疾患等が発症する危険度が高くなります。
自覚症状がなくても、早期に医療機関へ受診しましょう。

健診当日に特定保健指導の案内があった場合は、積極的に利用しましょう。健診当日に特定保健指導を受けられなかった場合は、
協会けんぽが事業所もしくはご自宅へご案内いたしますので、後日利用しましょう。

健診を毎年受けて、自分の健康状態を確認し、日々の生活で健康づくりに取り組みましょう。

特定保健指導には、メタボリックシンドロームのリスクが比較的低い方が対象となる「動機付け支援」と高い方が対象となる「積極的支援」があります。



各種申請における詳細な説明や申請書の記入方法については、協会けんぽホームページをご覧ください。

突然のケガや入院等で高額な医療費を支払ったとき 　高額療養費

1ヵ月間（1日～末 日 ）に 医
療機関等の窓口で支払金額
が高額に

◉申請の流れ

「高額療養費支給申請書」
を協会けんぽへ提出

診療を受けた月から 3ヵ月以上
医療機関等から審査に必要なレセ
プトが協会けんぽに届くまでに要
する期間

内容を審査の上、
支給

※月をまたいだ場合は月ごとに申請書が必要　�例：1/15 ～2/15入院 →1月と2月それぞれ申請が必要

同一の月に医療機関等で支払った一部負担（自己負担）額が高額になり、自己負担限度額を超えたときは、申請す
ることで、その超えた分が後日「高額療養費」として払い戻されます。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、マイナ保険証をご利用いただくか、限度額適用認定
証を医療機関等に提示する方法が便利です。

※被扶養者（ご家族）および任意継続被保険者の方は、傷病手当金と出産手当金の給付はありません

健康保険の給付（主な保険給付の種類）

給付される場合 給付種類

入院等で高額な医療費を支払ったとき
⃝同一月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた分を支給します。
⃝支払いまでには、診療月から3 ヵ月以上の期間を要します。

高額療養費

病気やケガで４日以上仕事を休んだとき※ 傷病手当金※

出産で仕事を休んだとき※ 出産手当金※

出産するとき 出産育児一時金

医療費、治療用装具作製費を全額自己負担したとき
⃝自費で診療を受けたとき
⃝国民健康保険などの他の保険者の資格で医療機関等を受診し医療費を

返納したとき
⃝治療用の装具等を作製したとき　等

療養費
（立替払、治療用装具）

ご本人、ご家族が亡くなったとき 埋葬料（費）

マイナ保険証のご利用が便利です！
マイナ保険証をご利用いただくことで、自己負担限度額までの支払いとな
るため、高額療養費や限度額適用認定証の申請が不要となります。
※同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費制度の申請が必要となることがあります。



被保険者が出産のために仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。
「出産手当金支給申請書」に事業主と医師等の証明を受け、協会けんぽに提出してください。

出産で仕事を休んだとき 　 出産手当金

出産のため会社を休んだ

◉申請の流れ

出産手当金支給申請書に
「医師・助産師の証明」、「事
業主の証明」を受ける

出産手当金支給申請書を
協会けんぽへ提出

内容を審査し、
約2 週間程度で支給
※不備や調査事項がある場合を除く

出産するとき　出産育児一時金
被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が、被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。

●出産手当金の1日あたり支給額の計算方法は、傷病手当金と同様です。

病気やケガで4日以上仕事を休んだとき 　傷病手当金

被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給
付金です。病気やケガで4日以上仕事に就けなかったときは、「傷病手当金支給申請書」
に事業主と療養担当者（医師等）の証明を受け、協会けんぽに提出してください。

病気やケガで4日以上仕事
を休んだ

◉申請の流れ

傷病手当金支給申請書に
「事業主の証明」、「療養
担当者の証明」を受ける

添付書類とともに傷病
手当金支給申請書を協
会けんぽへ提出

内容を審査し、
約2 週間程度で支給

※1 産科医療
    補償制度 
    とは

医療機関等が加入する制度で、加入機関で出産され、万一、分娩時に何らかの理由により重度の脳性ま
ひとなった場合、赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するものです。対象分娩である場合には、領収・
明細書に明記されています。

※2 出産とは 妊娠85日（4ヵ月）以降の生産（早産）、死産（流産）、人工妊娠中絶が該当します。

※不備や調査事項がある場合を除く

◉傷病手当金の１日あたり支給額の計算方法

❶ 傷病手当金の支給開始日：令和6年2月15日
❷ 標準報酬月額　令和5年3月～8月まで16万円
　　　　　　　　  令和5年9月～令和6年2月まで18万円
❸ ❷の額を平均した額
    (16万円×6+18万円×6)÷12=17万円
❹ ❸の額の30分の1に相当する額
    17万円÷30≒5,670円(10円未満四捨五入） 
❺ 傷病手当金の1日あたり支給額
    5,670円×3分の2=3,780円(1円未満四捨五入）

傷病手当金の1日あたり支給額例

被保険者期間が1年に満たない場合は、資格
取得後の平均額か、協会けんぽ全被保険者の
平均額のいずれか低い額が基礎となります。

支給
総額 3分の2 支給日数

直近1年間の
標準報酬月額の

平均額の30分の1
= ××

産科医療補償制度※1 加入機関で在胎週数 22 週以降の出産※2 1児につき42万円 1児につき50万円
産科医療補償制度加入機関で在胎週数 22 週に達しなかった出産 1児につき

40.8万円
1児につき

48.8万円産科医療補償制度未加入の機関で出産

◉出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額    2023年3月31日
以前の出産

2023年4月1日
以降の出産



協会けんぽのホームページをご活用ください。

申請書には
パソコンで

入力することも
できます

https://www.kyoukaikenpo.or.jp
または、こちらの二次元コードから協会けんぽ

健康保険の各制度について
協会けんぽ
GUIDE BOOK

申請書の記入方法、手続
きの 流れ、必 要な書 類、
提出期限等について
協会けんぽ
GUIDE BOOK
健康保険制度・申請書の書き方「健康保険制度のご案内」や

「申請書の書き方」に
関するパンフレットを掲載しています。

こちらから必要な申請書を選択し、ダウンロード・印刷してご利用いただけます。
印刷環境がない方も、全国のセブン- イレブン、ローソン、ファミリーマート等で印刷可能な申請書ネットプリント
をご利用いただけます（20 円～ /枚）。

❶ A4片面100％での印刷
❷トナー、インクは、通常設定
　（トナーセーブの解除）

申請書印刷時のお願い
協会けんぽでは、皆さまからご提出いただいた申請書等をスキャナーに読み込むことで、
審査業務の効率化を図っております。スキャナーで正しく読み取るため、右記にご注意の
上、申請書を印刷いただきますようお願いいたします。

入力が必要な項目はグレーで表示

入力項目の説明を表示

入力漏れや誤りがあればお知らせ


